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海外拠点の経営を担う人材の 

採用プロセス 
―どこに採用の難しさが潜んでいるのか？― 

中村 天江 リクルートワークス研究所・主任研究員 

 日系企業の海外拠点の経営を担う人材の採用についてインタビュー調査を実施した。採用プロセスは「人材要
件の設定」から「企業・個人の合意の成立」までの 5 段階に分解され，各段階で発生する計 14 の「摩擦」と抽出

した。分析の結果， 採用基準や採用体制だけでなく経営戦略の明確化が重要であることが明らかになった。採用

条件の設定において， 個別的な条件ではなく，既存の人事制度の枠内で処遇を設定する傾向が観察された。 
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Ⅰ．はじめに 

グローバル化が進む現在，海外事業を担う人

材の育成や調達は日系企業にとって極めて重

要な課題である。既に海外事業を担う人材の育

成や海外赴任後の適応など，内部労働市場に関

する研究は膨大な蓄積がある (Black et al. 

1999; グローバルリーダーシップ・コンピテン

シー研究会 2005; 小池 2007）。ところが，海

外事業にたずさわる日本人の外部労働市場で

のふるまい，すなわち転職や採用に関する研究

は少ない。留学生や海外現地法人における外国

人の採用研究はあるものの（労働政策研究研修

機構 2008; 古沢 2008），海外拠点の日本人・

経営層の労働移動に関する研究はほとんど手

がつけられていない。 

そこで本研究では，日系企業の海外拠点の経

営を担う人材，具体的には海外現地法人の社長

や海外統括拠点の上級管理職等，の採用プロセ

スについて探索を行う。人材紹介会社へのイン

タビュー調査から採用阻害要因を特定した後，

海外経営人材採用の難しさの原因について考

察を行う。

この研究の意義は 2 つある。ひとつめの意義

は，海外事業を任せる日本人を外部から調達し

ようとする日系企業に，直接の示唆があるとい

うことである。もうひとつの意義は，研究蓄積

の乏しいホワイトカラー基幹人材の国際労働

移動研究の端緒になるということである。流動

性の低い日本の労働市場と流動性の高い海外

の労働市場を行き来する国際労働移動は，日系

企業の人的資源管理や日本人のキャリア形成

に影響を与える可能性が十分考えられる。グロ

ーバル化が進む我が国において， このような

テーマは取り組むべきものだろう。
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Ⅱ．先行研究 

Ⅱ-1．理論的背景 

  

本研究では，日系企業の海外拠点の経営を担

う人材の採用における阻害要因を，人材紹介会

社のインタビューを通じて特定し，採用プロセ

スについて考察を行う。先行研究のレビューで

は，採用上の阻害要因をとらえる理論的背景の

提示と，採用に関して既存研究から得られてい

る知見をまとめることとする。 

まず，採用プロセスにおける阻害要因を考え

るために，本研究ではジョブ・マッチング理論

の「摩擦」概念を援用する。ジョブ・マッチン

グ理論が想定する労働市場は不完全で，企業は

どのような求職者がどこにいるのか，個人はど

のような求人がどこにあるのか完全な情報を

持たない。この不完全性は，労働市場の様々な

「摩擦」，すなわち情報伝搬の不完全性や転職

による地域の移動，スキルのミスマッチなどの

非流動性から引き起こされる（Cahuc and 

Zylberverg 2004）。不完全な労働市場では企業

も求職者も相手をみつけるために取引コスト

が必要となる（Pissarides 2009; Stiglitz and 

Walsh 2013）。 

 ジョブ・マッチング理論では企業と個人を結

びつけるコーディネーションのひとつとして，

賃金交渉が描写される。Rothschild.M （1973）

によって提唱された留保賃金は，求職者が企業

の採用オファーを受入れ，求職活動をやめる下

限額である。Cox and Oaxaca （1996）が，

求職期間が長引くにつれ留保賃金が下がるこ

とを示している。コーディネーション機能のひ

とつとして，「仲介者（middleman）」に着目

する研究群も存在し，Yavas （1994）が，労

働市場で取引コストが高いときには紹介会社

が有効に機能する状況を考察している。 

 海外拠点の経営人材を採用するプロセスに

おいて，企業は様々な摩擦を乗り越えなければ

ならない。例えば，海外に居住している候補者

を見出す，候補者の能力を見極める，賃金交渉

を通じて入社の同意を得る等，その緩和にコス

トがかかる工程こそが摩擦の発生箇所であり，

採用プロセスにおける要所である。しかしなが

ら，ジョブ・マッチング理論は理論研究が中心

のため，本研究が行うような特定状況下での摩

擦の抽出というようなミクロな研究は行われ

ていない。 

 

Ⅱ-2．採用プロセスに関する研究 

  

企業の採用活動は一般に，採用ニーズの発生，

人材要件の定義，募集方法の選択，書類・面接

選考，内定へと進む（神山 1982; 労働政策研

究研修機構 2006）。このような採用プロセス

における要所がどこかは，採用する対象や採用

方法によって異なる。例えば，新卒一括採用の

ように大量の応募者を集め一斉に選考する場

合は，募集方法の選択や書類選考など，スクリ

ーニングに高い比重がかかる。一方，ある専門

分野で傑出した能力をもつ人材をスカウトす

る場合は，魅力的な条件や仕事を提示し「口説

く」工程が重要になる。しかしながら，このよ

うな採用プロセスについて，海外拠点の経営を

担う人材の採用を直接テーマにした研究は存

在しない。そのため，近接領域である経営者や

ホワイトカラーの基幹社員の採用に関する研

究結果を整理しておく。 

採用プロセスにおける重要な工程として，既

存研究で着目，もしくは指摘されているのは，

募集方法の選択（Marsden 1994），候補者の

発見（Khurana 2002; Hamori 2010），企業と

候補者との出合い方（Khurana 2002），能力

評価（Coverdill and Finlay 1998），賃金交渉

（Khurana 2002; Rajgopal Taylor and 

Venkatachalam 2012），職位の変化（Hamori 

2010），地理的な移動（Faulconbridge et al. 

2009），企業の意思決定（Ramsey and 

Scholarios 1999）等である。以上からわかる

のは，採用プロセスの特定の場面に着目した既

存研究が多く，本研究が行うような採用プロセ

ス全体を通じた分析はあまり行われていない

ということである。 

 

Ⅲ．研究の枠組み 

Ⅲ-1．研究方法 

 

 本研究の目的は，日系企業が海外拠点を任せ

る経営人材を採用する上で摩擦が発生するポ
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イントを特定し，採用メカニズムを明らかにす

ることである。本研究の特徴は 4 つある。

 1 つめの特徴は，研究の対象に関することで

ある。本研究の対象は，日本本社で採用され，

駐在や出張によって海外事業を経営する人材

であり，海外現地法人で直接採用される人材で

はない。よってその多くは外国人ではなく日本

人である。また，経営人材ということからもわ

かるように，現地法人の社長や工場長，海外統

括拠点の部長などの上級管理職に，対象を限定

している。 

 2 つめの特徴は，日系企業が行う海外事業の

中でも中国事業にかかわる人材の採用に焦点

をあてるということである。これは，前提条件

をそろえて分析するためである。中国事業を選

択したのは，近年日系企業の進出が著しいアジ

アの中で，日系企業の進出数が最も多いからで

ある。

 3 つめの特徴は，インタビュー調査を人材紹

介会社で実施したことである。通常，本研究の

ようなテーマであれば，企業の人事もしくは受

入部門の上長ならびに採用された個人にイン

タビューを行う。しかし，海外事業人材の場合，

そもそもの対象事案が限られ，仮にそれが特定

できても転職者も上長も多忙を極め，調査の実

施が非常に難しい。経営の一翼を担うポジショ

ンのため，採用プロセスで人事部門が中心的な

役割を果たしていないことも事前リサーチで

明らかであった。そこで，企業・個人双方の立

場から採用プロセスに関与する人材紹介会社

の採用コンサルタントに聞き取りを行うこと

にした。豊富な仲介経験を有す採用コンサルタ

ントへのインタビュー調査を選択することで，

個人・企業に聞くよりも客観的な内容を聞くこ

とができる可能性がある。何よりも彼らは採用

成功の根幹である企業と個人双方の結節点を

見出すことに関与しているため，採用上の要所

を抽出したいという研究目的に合致している。

紹介会社への聞き取りにはこのように積極的

な価値があるとの判断から，この調査方法を選

択することにした。なお人材紹介会社へのイン

タビューを通じて採用構造を明らかにする研

究は存在する（Khurana 2002; Hamori 2010）。 

 4 つめの特徴は，分析手順に関することであ

る。修正版グラウンデッド・セオリー・アプロ

ーチを用いてインタビュー調査を分析する際，

本稿では中間分析と最終分析の 2 ステップの

結果を報告する。中間分析でまず採用阻害要因

を抽出し，さらに最終分析で採用阻害要因の構

造化を行う。 

Ⅲ-2．インタビュー調査の概要 

インタビュー調査は，人材紹介会社 F 社の

採用コンサルタント 9 人に対して行った。F 社

は海外事業にかかわる経営人材の紹介取扱い

件数が国内有数の紹介会社である。F 社に，日

系企業の中国拠点（現地法人や統括拠点）の経

営ポジションの採用を支援したことがある採

用コンサルタントを紹介してもらうよう依頼

し，紹介されたのがこの 9 人（A～I）である。

彼らは 30 代後半～50 代前半の男性であった。

2012 年 12 月～2013 年 1 月，F 社の東京オフ

ィスで，ひとり 1～2 時間かけて筆者と共同研

究者の 2 名で聞き取りを行った。採用案件の関

連資料を事前に拝見したうえで，「担当する求

人の採用が決まるまでに最も手間のかかった

工程」について，非構造化インタビューを行っ

た。 

 その結果，日系企業の中国事業を担う経営人

材の採用事例 12 件について聞き取りを行うこ

とができた。インタビュー中でこの 12 件とは

別に一般論や他の採用事例として出てきた事

象を「その他」として，計 13 事例を分析の対

象とした。13 事例の概要と担当する採用コン

サルタントを図表１にまとめた。F 社では企業

と候補者を異なる採用コンサルタントが担当

することがあるため，事例によっては担当者が

2 人いる１。採用企業は，業種は製造業を中心

に，食品，衣料品，サービス，化学，商社と多

岐にわたり，年間売上は 1000 億円を超える企

業が過半である。採用された職位は，中国現地

法人の社長（総経理）や工場長，海外事業の統

括部長など様々だが，すべて上級管理職である。

採用された人材の年齢は 44～61 歳，採用時の

年収は約 800 万～2000 万円となっている。
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図表 1 聞き取りを行った採用事例 

事例 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

業種 衣料品 製造 製造 製造 製造 製造 サービス 食品 化学 商社 製造 食品 その他

従業員数
1000～
5000人

1000人
未満

10000人
以上

10000人
以上

10000人
以上

1000～
5000人

1000～
5000人

1000～
5000人

1000～
5000人

1000人
未満

非公開
1000～
5000人

売上
100～

1000億円

100億円

未満

1000億円

以上

1000億円

以上

1000億円

以上

100～

1000億円

1000億円

以上

1000億円

以上

100～

1000億円

1000億円

以上
非公開

1000億円

以上

中国 中国 海外事業 海外事業 海外事業 海外統括 中国 海外事業 本社 中国 中国 中国

副総経理 総経理 次長 部長 工場長 部長 役員 部長 役員候補 総経理

補佐

役員 立上げ

44歳 61歳 47歳 54歳 55歳 53歳 53歳 47歳 46歳 45歳 54歳 47歳

1100万円 800万円 1000万円 1100万円 1100万円 800万円 1500万円 2000万円 1100万円 1200万円 1100万円 1200万円

担当
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ A・F A B・I B B C H E C・G G I E A～I

求人

採用時

※採用時の給与は 10 万円の位を四捨五入

Ⅳ．中間分析の結果と考察 

Ⅳ-1．採用プロセスの 5 カテゴリー 

インタビュー調査では経営人材の採用にお

いて採用コンサルタントが最も注力した工程

についてたずねた。企業の採用活動に日頃から

関与している彼らが注力する工程は，その企業

やその候補者を結びつけるための留意点であ

る。その工程にしかるべき関与がなければ採用

は実現しなかったかもしれず，そこに採用を阻

害する摩擦が潜んでいると考えられる。そこで

なぜその工程に採用コンサルタントが注力し

たのかに着目して，修正版グラウンデッド・セ

オリー・アプローチによる概念化を行い，採用

阻害要因となる 14 の概念を抽出した。概念の

抽出条件は，摩擦の発生箇所を網羅的に抽出す

るため，13 事例中 3 件以上の事例が存在する

ものとした２。

中間分析では，この 14 概念を採用プロセス

のどの段階で発生する概念かに着目して 5 つ

のカテゴリーにまとめた。その結果が図表 2

である。採用プロセスを表す 5 つのカテゴリー

は，［1. 人材要件の設定］［2. 候補者の発見］

［3. 選考評価］［4. 候補者の入社意向の喚起］

［5. 合意形成］である。前述した採用プロセ

スに関する先行研究と整合的な分類となって

いる。以下では，採用プロセスを表すカテゴリ

ーごとに，抽出された概念について説明と考察

を行っていこう。

Ⅳ-2．摩擦の発生箇所  

第 1 カテゴリー［人材要件の設定］ 

人材を外部から採用するという方針が決ま

った後，最初に行われるのは［人材要件の設定］

である。この段階で発生する摩擦は，「具体的

な人材要件を設定できない」「人材要件の希望

が高すぎる」「求める人材に対して採用条件が

低すぎる」「事業環境の変化によって人材要件

が変化する」の 4 つである。が図表 2 から事

例⑥を除く 12 事例でいずれかの摩擦を有して

いたこと確認でき，海外事業の経営人材を採用

したい企業にとって，人材要件を適切に設定す

ることが大きな関門であることがうかがえる。 

第 1 の摩擦「具体的な人材要件を設定できな

い」は，文字通り人材要件の具体化ができない，

もしくは仮にできたとしてもそれが採用目的

と乖離している状態を指す。この摩擦が発生す

る理由は次のように説明できる。社内に海外事

業人材が多数いれば社内から登用するため，海

外事業の経営人材を外部から調達しようとす

る企業は，社内に海外事業を任せられる人材の

層が薄いことが多い。海外進出の歴史が浅く，

社内の人材層が薄いがゆえに採用を検討して

いる企業にとって，どのような人材を求めれば

よいのか決めることは難しい。そのため事例②

⑩⑪では，人材要件の設定を採用コンサルタン

トに全面的に委ねていた。

第 2 の摩擦「人材要件の希望が高すぎる」は，

労働市場に該当候補者が存在しないほどに理 



Works Review Vol.8(2013) ,22-35

図表 2 採用プロセスで発生する摩擦 

定義

1-1
具体的な人材要件を
設定できない

採用の目的にかなう人材要件を具体的に設定す
ることができない。もしくは人材要件の設定が採用
の目的から大きくずれている。

②⑧⑨
⑩⑪⑬

1-2 人材要件の希望が高すぎる
候補者が労働市場にほとんど存在しないほどに、
求める能力や経験、人柄について高い、もしくは数
多くの希望条件を設定する。

①⑦⑧
⑪⑫⑬

1-3
求める人材に対して
採用条件が低すぎる

求める人材にとって、仕事内容や責任とその対価
である処遇やキャリアの将来性のバランスが悪す
ぎる。

①③④
⑤⑧⑫
⑬

1-4
事業環境の変化によって
人材要件が変化する

変動要因の多い海外事業は、M&Aや規模縮小な
どダイナミックな事業環境の変化が発生し、それに
連動して人材要件が変化する。

⑩⑪⑬

2-1
希望に完全一致する
候補者がいない

企業の初期の希望条件とすべて一致する候補者
が労働市場にほとんど存在しない。

①②④
⑤⑥⑨
⑩⑪⑬

2-2
候補者を担当者だけでは
みつけることができない

候補者の絶対数の少なさや、居住地が海外であ
ることにより、候補者をみつけるのにコストがかか
る。企業はその緩和のために人材紹介会社を利
用しているが、採用コンサルタントひとりのネット
ワークでは候補者を発見できず、他のコンサルタン
トのネットワークも利用しなければならない。

①③④
⑤⑥⑨
⑩⑫⑬

3-1
業務遂行能力とは異なる観点で
候補者を不採用にする

海外事業の運営能力の高い人材を、年齢や学
歴、転職回数等、必ずしも業務遂行能力とは一致
しない観点で不採用にする。

⑦⑧⑩
⑬

3-2 候補者の能力を評価できない
海外事業人材の少ない企業などでは、候補者の
能力を適正に評価することができない。面接者に
よって評価がわかれることもある。

②⑧⑨
⑩⑫⑬

4-1 候補者を惹きつけられない
優秀な候補者を惹きつけ、口説くことができず、採
用できない。

①⑦⑧
⑨⑬

4-2 候補者の懸念を払拭できない
候補者が抱く仕事、処遇、今後のキャリアプランな
どの懸念を払拭できず、採用にいたらない。

①⑤⑥
⑦⑪⑬

4-3
採用背景にある
経営戦略が明確になっていない

経営戦略が曖昧だったり、採用方針と経営戦略の
接続が弱いまま、選考に入るため、候補者を惹き
つけたり、懸念を払拭できない。

①②⑥
⑩⑬

4-4 タイミングを逃す
候補者・面談者双方の地理的・時間的な制約によ
り、選考が長期化したりタイミングがずれたりして、
採用が頓挫する。

①⑧⑩
⑪⑬

5-1
前職よりも
低い給与での条件交渉

前職よりも低い給与でオファーを出し、候補者から
了解を得なければならない。

①②③
④⑤⑪
⑬

5-2
人事制度との
兼ね合いによる制約

採用企業における人事制度の全体最適の観点か
ら、候補者の能力や希望とは無関係に賃金や職
位の上限が設定される。

①②③④
⑤⑦⑧
⑩⑪⑬

摩擦 該当
事例

1 人材要件の設定

5 合意形成

2 候補者の発見

3 選考評価

4
候補者の
入社意向の喚起

採用プロセス

カテゴリー 概念
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想の条件を求めすぎたり，多数の条件をつけす

ぎたりする状態である。海外事業では，その先

行きの不透明さを採用する人材によって担保

したいとの思惑も働くため，人材要件が高ぶれ

しやすい。次の事例はその状況をよく表してい

る。 

 

「ところが，その開拓をした人はまだ誰もいない

んです，世の中に。 日本人で，中国で○○のお

店を作る開拓をした人は誰もいません」（事例⑦

／採用コンサルタント H 氏） 

 

 事例⑦では結局，近接する業界や商品の経験

がある人材を探すことになった。この他にも，

求める条件が多すぎて候補者がいなくなるこ

とがあるとのコメントが複数あった。事業運営

能力に直結する赴任国，マネジメントや同一業

界での経験に加えて，年齢や学歴，出身企業な

どの条件が過剰に付加されることが少なくな

いのである。このような場合は希望条件に優先

順位をつけ，優先度の高い条件から候補者を探

すということが行われる。 

第 3 の摩擦「求める人材に対して採用条件が

低すぎる」が発生することもある。人材要件は

具体的でかつ労働市場に候補者はいる。しかし，

提示する給与や職位が候補者にとって魅力的

な水準に達しておらず，採用の見込みが立たな

いのである。次の事例はその一例だろう。 

 

「この会社は最初，『シンガポール人がいい。現

地のことを一番わかっている人がいい。年収は

3000 万円でも払います』といっていました。で

も外国人を招き入れるには，年収 3000 万円の他

にハウジングに 1200 万円，子供をアメリカンス

クールに入れる費用……すべて足していくと

5000 万円ぐらい必要です。その現実を伝えると，

その瞬間に外国人を迎えるという選択肢はなく

なりました」（事例⑧／採用コンサルタント E氏） 

 

 事例⑧の企業は，海外事業の業務遂行能力を

求めたからこそ，外国人の採用を考えるにいた

った。しかし日系企業と報酬体系が全く異なる

外資系企業から優秀な人材を採用するには，相

応の条件を提示しなければならない。この企業

はそのギャップが予想以上に大きいことを知

り，日本人の候補者を探すことにしたという。

ある採用コンサルタントは，日本人の採用でも

同じ事象は発生すると述べる。 

 

「『本当に社長はそんなレベルを求めています

か』『そのレベルの人は，給与をもっと高くする

か，役員で迎えるといったことをしない限り採れ

ません』とお伝えすることもあります。それでも

『うちは最初の入り口は課長なんだよ』とおっし

ゃる企業もありますが，そのような企業は何カ月

たっても採用できないのが現実です」（事例⑬／

採用コンサルタント H 氏） 

 

 人材要件と採用条件をこのように採用の見

込みがたつレベルに調整することは容易では

ない。なぜなら，企業は優秀な人材を自社で提

示できる枠内で採用することを望み，個人はや

りがいのある仕事に好条件で移ることを望む。

企業・個人双方が自身の能力や処遇に見合うよ

りも高い処遇や能力を望む中で，妥結点を見出

さなければならないからだ。とりわけ海外事業

の経営人材の採用では，日系企業と外資系企業

の処遇の違いや経営層の外部からの採用に採

用企業が不慣れなことから，個人と企業の希望

に乖離が生まれやすい。 

 さらに第 4 の摩擦「事業環境の変化によって

人材要件が変化する」が発生することがある。

投資規模が大きく将来の見通しが立てにくい

海外事業では，M&A や事業の縮小・撤退など

のダイナミックな経営判断が行われることが

あり，それが採用にも大きな影響を与える。と

りわけ M&A など交渉相手のある話は，採用企

業の一存で進むわけではなく交渉の進展によ

って事業計画が変わり，そこで必要になる人材

も変化せざるをえない。例えば事例⑩の企業は，

当初中国事業の責任者を採用する予定だった

が，最初の候補者を社長が面談する頃には中国

の事業計画が頓挫し，採用計画が止まってしま

った。ところが半年後，中国事業拡大の目処が

立ち，再び採用活動を始め，総経理補佐を採用

したという経緯がある。この事例では，わずか

１年の間に中国事業の環境が刻々と変化し，そ

れによって採用も影響を受けていることを確

認できる。 
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第 2 カテゴリー［候補者の発見］ 

人材要件の具体化の次の採用プロセスは［候

補者の発見］である。この段階で発生する摩擦

「希望に完全一致する候補者がいない」「候補

者を担当者だけではみつけることができない」

は，いずれも 13 事例中 9 事例で観察されてお

り，海外事業の経営人材を採用するうえで，候

補者の発見は大きな課題ということができる。

これは Khurana （2002）や Faulconbridge et 

al. （2009） 等と整合的な結果である。 

ひとつめの摩擦である「希望に完全一致する

候補者がいない」は，採用プロセスの［人材要

件の設定］段階で人材要件の調達可能性が勘案

されないまま，つまり希望条件の妥当性やその

優先順位付けが十分に検討されないまま，採用

選考に入ることによって引き起こされる。企業

はできるだけよい人材を採用したいという強

い意向を持っているため，仕方のない側面があ

るが，このような企業は多いのである。こうな

ると企業は，希望に完全一致する候補者が現れ

るまで待つか，完全に希望通りではない候補者

を選考するかを選ばなければならない。今回，

聞き取りを行った事例はすべて紹介会社の採

用コンサルタントが関与しているため，このよ

うな状況が発生すると，希望条件に完全一致し

ない候補者の選考を企業に打診していた。 

インタビュー調査において，企業の希望と異

なっていても採用選考に進むことができる条

件としてあげられたのは，年齢が最も多く，次

に転職回数や独立経験，学歴や前職企業などで

あった。逆に能力や経験などの事業運営に直結

する条件については，その程度に濃淡はあるも

のの，一致している候補者のみ選考に進むこと

ができる傾向がみられた。 

もうひとつの摩擦「候補者を担当者だけでは

みつけることができない」は，海外拠点の経営

を担える人材は絶対数が少ないうえ，海外に居

住していることも多く，日本から探すことは容

易ではないことが原因で発生する。採用企業は

このような探索コストをおさえるために紹介

会社を利用するので，この摩擦は当然のものだ

ろう。しかし，今回のインタビュー調査では，

紹介会社 F 社においても，担当コンサルタン

ト個人の候補者ネットワークでは候補者（正確

には最終的に入社にいたった候補者）がみつか

らず，他のコンサルタントのネットワークを利

用して候補者を探し出している事例が 9 つも

あった。

第 3 カテゴリー［選考評価］ 

候補者がみつかると採用プロセスは選考の

段階に進み，書類選考や面接・面談で候補者の

能力を見極め，スクリーニングすることになる。

この［選考評価］の段階で発生する摩擦は，「業

務遂行能力とは異なる観点で候補者を不採用

にする」「候補者の能力を評価できない」の 2

つである。 

ひとつめの摩擦「業務遂行能力とは異なる観

点で候補者を不採用にする」は，海外事業の経

験や実績など業務遂行能力ではなく，年齢，学

歴，転職回数など事業運営に必ずしも直結しな

い理由で不採用にすることである。この状況が

発生する原因は 2 つある。ひとつは採用基準の

問題である。既に［人材要件の設定］や［候補

者の発見］でも述べたように，調達可能性を考

慮して希望条件に優先順位がつけられていな

いまま選考に進むと，このような状況が発生す

る。とくに国内事業の新卒採用や中途採用では

有効な採用基準が，海外事業の運営能力という

稀有な能力をもつ人材を選考する場面で，どれ

だけ有効かの検討がなされていないとこのよ

うなことが起こる。もうひとつは，一律の基準

でスクリーニングするような採用体制，例をあ

げるならば人事主導の新卒採用のような採用

体制をとっている場合である。新卒採用では，

多数の応募者を効率的に選考するために，書類

選考など選考初期のスクリーニングが重要で

ある。しかし，候補者の数が限られ，実務能力

が極めて重要な海外事業の経営人材の選考で

は，安易なスクリーニングは避け，能力本位の

選考をしなければならない。採用基準が曖昧，

もしくは不適切なまま，スクリーニング機能を

重視した採用体制を取っていると，本来は有能

な人材を不採用にしてしまうことが起こる。イ

ンタビュー調査では，年齢などの海外事業の運

営能力とは直結しない理由での不採用が多い
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との意見が多数聞かれた。次の事例では，年齢

による不採用を回避するために，書類選考の段

階で採用コンサルタントが社長に直接候補者

の能力を説明している。 

「この人が例えば 48，49，50 歳だったら，パッ

と経歴書をお見せして，『こういう方なので見て

ください』となるかもしれませんが，企業はたい

てい 50 歳ぐらいまでとおっしゃるんです。そう

いう時には，『こういう観点で探したこういう方

です』『こういうことをやってこられて，入られ

たらこうです』と説明してから，企業に経歴書を

お見せします」（事例⑦／採用コンサルタント H

氏） 

 ［選考評価］の段階で発生するもうひとつの

摩擦は「候補者の能力を評価できない」である。

そもそも面接・面談という限られた時間で，候

補者の能力を見極めることは容易ではない。海

外事業の経営人材の採用ではそこに，採用する

企業側の海外事業の知見や経営人材の採用経

験の乏しさが加わる。また，面談者によって評

価が異なることもある。例えば次の事例である。 

「選考で内定が出る方でも，3 回の面接で 3 回と

も評価が二重丸というわけではないんです。お会

いした方 3 人，4 人のうち 1 人がバツをつけると

内定は難しいですが，それでもひっくり返ること

はあります」（事例⑨／採用コンサルタント C） 

 このようなケースでは，企業は紹介会社に複

数の候補者をあげることや意見を求める。イン

タビュー調査で相対的な能力評価を目的とし

た複数候補者の推薦について言及があったの

は 3 事例だけだが，13 事例のうち 8 事例で 2

人以上の候補者が存在している。また，最初の

面談評価が低いにもかかわらず，採用コンサル

タントの助言によって選考を進めることにな

り，社長が候補者を高く評価して採用になった

事例も存在する。

第 4 カテゴリー［候補者の入社意向の喚起］ 

 候補者が絞り込まれてくると，次は候補者を

口説く段階に入る。この［候補者の入社意向の

喚起］段階で発生する摩擦は，「候補者を惹き

つけられない」「候補者の懸念を払拭できない」

「採用背景にある経営戦略が明確になってい

ない」「タイミングを逃す」の 4 つである。 

第 1 の摩擦「候補者を惹きつけられない」は，

他の企業からも声がかかる優秀な候補者を採

用するためには避けて通れない問題である。海

外事業の経営を担うことができる候補者たち

は，海外事業の現状や企業側の面談者を評価す

る能力を持ち合わせている。そのため，単に魅

力的な条件を提示するだけでなく，海外事業に

対する真剣さや候補者に対する高い期待を伝

えることができなければ，口説くことができな

い。次の事例はこの摩擦を，社長自ら最初の面

談で候補者に会い熱意を伝え，見事にひっくり

返している。 

「トップが採用に本気な企業は，採用できると思

っています。この会社は社長がリップサービスも

あったのでしょうが，『今 2％，3％しかないアジ

アの売り上げをまず 10％にしたい。その人が

20％や 40％にできるのであれば，次とはいわな

くてもその次の社長にしてもいい』と言ってくだ

さったので。ここまでトップが腹をくくっていた

ら，ちゃんとしたキャンディデート（候補者）を

連れてくれば口説けます」（事例⑧／採用コンサ

ルタント E 氏）

 かたや，第 2 の摩擦「候補者の懸念を払拭で

きない」が発生することもある。候補者の中に

は転職による懸念を払拭できなければ，入社を

思いとどまる者も存在する。懸念は事業の今後

から仕事内容，人事制度など様々である。とく

に海外事業では，これまでに予期せぬ事業縮小

など厳しい局面を経験している候補者もおり，

経営としてどれだけ本腰を入れて海外事業に

取り組むつもりかは重要な確認事項となって

いる。インタビュー調査でも，経営者やオーナ

ー会長に会って直接その懸念を確認している

事例が散見された。その一方で，細かな人事制

度や赴任者手当を気にする候補者もいて，この

ような候補者には人事等が情報を迅速に開示

することが求められる。 

 第 3 の摩擦「採用背景にある経営戦略が明確

になっていない」は，第 1，第 2 の摩擦と密接
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に絡むものである。採用するポジションが海外

事業の経営層ということもあり，候補者はその

事業の位置づけや将来に極めて高い関心をも

つ。これまでの長い海外事業経験から，経営の

本気度や事業計画の妥当性を見極める目も有

している。海外事業にかかわる経営戦略が十分

に検討されていなければ，候補者は採用企業を

見限ることが十分ありうるのである。経営戦略

は海外事業を成功させるためにも，採用を成功

させるためにも必要ということができるだろ

う。 

 また，第 4 の摩擦「タイミングを逃す」が発

生することがある。これは，採用企業・候補者

双方の物理的・時間的制約によって採用活動が

長期化し，好機を逃す状態である。海外事業に

かかわる採用では，候補者と面談者の居住地が

離れていたり，双方が海外を飛び回っていたり

して，このような事態が発生しやすい。次のコ

メントがそれを物語る。

「スカイプ３や電話インタビューのある企業は別

にして，企業は海外にいらっしゃる候補者に直接

会いたいというので，候補者に『日本に来てくだ

さい』，もしくは『社長が中国へ行っているとき

に』となるのですが，これを合わすのが大変なの

です。そうすると，一番お互いに好きである状態

や時期を逃してしまう可能性があります」（事例

⑬／採用コンサルタント F 氏）

第 5 カテゴリー［合意形成］ 

採用プロセスの最終段階は，賃金等の条件交

渉を経た［合意形成］である。ここで発生する

摩擦は，「前職よりも低い給与での条件交渉」

「人事制度との兼ね合いによる制約」の 2 つで

ある。「人事制度との兼ね合いによる制約」は

14 の摩擦の中で最多の 10 事例が該当し，「前

職よりも低い給与での条件交渉」も該当事例が

7 つもある。合意形成は採用プロセスの要とい

っても過言ではないだろう。この段階の難しさ

を，ある採用コンサルタントは「内定で 6 合目。

そこから入社を決定するまでの道のりが非常

に長い」と表現する。Khurana （2002）でも，

この段階のデリケートさが描写されている。そ

のため，合意形成段階については，補足的な分

析を加え詳細にみていこう。なお，上記の 2

つの摩擦は，主に候補者に理解を得るタイプの

ものである。ここで企業側への調整を主に必要

とする摩擦が抽出されなかった一因は，インタ

ビュー調査を紹介会社で行ったことによる影

響だと考えられる。企業から手数料を受け取り，

企業の採用活動の代理としての役割が求めら

れる採用コンサルタントは，採用活動の初期段

階で企業が提示できる条件の範囲について確

認し，必要であれば調整を行っているため４，

採用プロセスの後半でその確認や調整の工程

が観察されにくくなっているのである。 

この段階で発生する第 1 の摩擦は「前職より

も低い給与での条件交渉」である。採用時に人

件費を圧縮する目的で給与の抑制が行われる

のは想像に難くない。インタビュー調査でも次

のコメントが聞かれた。 

「例えばご本人が 900 万円欲しいというと，企

業は 1200万円のつもりだったかもしれないです

が，たぶん 900 万円になります。もうそれでい

いですと。企業は当然抑えて採りたいので」（事

例⑬／採用コンサルタント G 氏） 

 図表 3 は採用前後の賃金変化とその際に候

補者がおかれていた状況をまとめたものであ

る。転職前後での賃金変化については 2 つの傾

向がみられる。１つめの傾向として，離職中も

しくは希望求人が少ない候補者は，前職から給

与が下がっている。前職から給与が下がってい

る全ての事例で，離職中もしくは希望求人が少

ない状況がみられ，このような候補者は好条件

を獲得するのが難しいといえよう。2 つめの傾

向として，在職中の候補者の留保賃金は前職以

上となるものの，前職よりも高くなっているの

は 5 事例中 3 事例で， 3 事例は前職と同水準

になっている。企業が候補者の希望にかなう最

低水準で給与のオファーを出している様子が

推察される。なお，事例③は前職給与が 2000

万円以上あったため，求職活動を通じて留保賃

金を次第に下げ，最終的には失業を継続するの

か希望より低い給与で就職するのか選択した

経緯がある。これは先行研究とも合致している。

総じて企業は候補者が受諾しうる下限に近い

水準の給与を提示する傾向があるといえよう。
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図表 3 賃金変化と転職時の状況 
事例 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

年齢 44歳 61歳 47歳 54歳 55歳 53歳 53歳 47歳 46歳 45歳 54歳 47歳

決定賃金 1100万円 800万円 1000万円 1100万円 1100万円 800万円 1500万円 2000万円 1100万円 1200万円 1100万円 1200万円

前職からの変化 ダウン ダウン ダウン ダウン ダウン ほぼ同じ ほぼ同じ ほぼ同じ アップ アップ ダウン アップ

転職者

離職中だったか 離職中 離職中 離職中

希望の求人 少ない 少ない 少ない 少ない 少ない 少ない

賃金へのこだわり 弱い 弱い 強い 弱い 強い 弱い

採用企業

製造業か ● ● ● ● ● ●

企業規模が小さくなったか ● ● ● ● ● ● ● ● ●

海外進出の歴史の浅い企業か ● ● ● ● ●  
※採用時の給与は 10 万円の位を四捨五入 

※転職により賃金が減少した事例に網掛け 

 

 

 海外事業の経営人材の採用で給与が下がる

のは，企業が人件費を抑制したいと考えている

だけでなく，さらに構造的な理由がある。それ

が第 2 の摩擦「人事制度との兼ね合いによる制

約」である。これは候補者の前職での処遇や希

望とは無関係に，採用企業の既存の人事制度の

枠におさまる範囲で給与や職位が決定される

状態を指す。この制約は，業界や企業規模など

特定企業群の標準的な水準から出てくるもの

と，その企業独自の制度や運用実態から出てく

るものがある。それぞれみてみよう。 

まず，異なる業界や企業規模の出身者を採用

する場合に直面するのが，給与水準の違いであ

る。例えば，事例①では総合商社と衣料品業界

の給与水準の違いが採用上のハードルになっ

ていることが，事例⑪では海運から部品メーカ

ーへの転身では給与の下落を候補者に受諾し

てもらう必要性が語られている。 

 

「海外人材を求める衣料品各社は総合商社の出

身者を非常に欲しがっています。逆に，総合商社

の人たちからすると転職するインセンティブは

何かという話になります。生涯安定で給与も高い，

退職したあとも手厚い。『何で辞めるの』と家族

が反対するのが一番多いパターンです」（事例①

／採用コンサルタント F 氏） 

 

「○○社系列であれば 1000 万～1200 万円にな

るだろうということは想定していました」（事例

⑪／採用コンサルタント I 氏） 

 

 このような制約が発生する背景には，海外事

業の経営を担える人材の労働移動の構造があ

る。というのも，経営人材の国際労働移動は海

外進出の歴史の古い企業から浅い企業への移

動として実現しやすいからである。海外進出の

歴史の古い企業は社内に海外事業経験者の層

が厚く，新たに人材を外部から調達する必要性

が低い。一方，歴史の浅い企業は，社内に海外

事業を担える人材が少なく，外部調達を志向す

る。そしてこの海外進出の程度は，企業規模や

業界とある程度相関があると考えられる。まず

大企業のほうが中小企業より，海外事業への投

資力があり人材を輩出する可能性が高い。そし

て大企業は中小企業より給与水準が高い。また

総合商社や海運，金融など古くから海外事業人

材を育成してきた業界も，近年海外進出を加速

させている小売やサービス業に比べて給与水

準が高い傾向にある（厚生労働省「平成 24 年

賃金構造基本統計調査」）。このような労働移動

の構造からも，「前職よりも低い給与での条件

交渉」が起きていると推察される。 

 図表 3 の「採用企業」は，採用企業が製造業

か，転職によって企業規模が小さくなったか，

採用された企業の海外進出は近年急速に進め

られたものかという 3 つの観点でまとめたも

のである。これらの 3 つの観点の内 2 つ以上

あてはまる場合は，6 例中 5 例で賃金が下がっ

ている。製造業については，古くから海外で生

産拠点を運営してきたため，海外事業を担える

人材が多く，また大企業を中心に早期希望退職

制度などによる人材の輩出も進んでいるため，
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他の業種や， 販路開拓・市場拡大などの利益

創出を目的とした求人に比べると，相対的に求

職者（採用候補者）ひとりあたりの求人が少な

い傾向がある。そこに企業規模の変化が加わる

ことによって，賃金が前職よりも下がる確率が

高まるのである。前述の考察と整合的な結果と

なっている。 

 賃金水準に対する制約は，このような労働市

場の構造的な要因だけでなく，企業独自の人事

制度やその運用実態によって引き起こされる

こともある。それは給与だけに限らず，職位の

決定において制約が発生することもある。例え

ば次の事例では年齢と職位が結びついた人事

制度が運用されており，不満は高かったものの

その理解を候補者に求めている。 

「この会社では平均的に部長は 48 歳からなんで

す。47 歳，46 歳，45 歳になるとほとんどは課長

と次長の中で，部長でお迎えするとお手並み拝見

となって，本人にとってあまりよくないんだと言

われます。前職では役員をされていましたが，47

歳でしたので，次長で入ることになりました」（事

例③／採用コンサルタント B 氏） 

次の事例も金額の多寡ではなく，他の従業員と

バランスを取ることが目的で給与に制約が設

けられている。 

「『3000 万円欲しいなら出してもいいと企業か

らいわれていますが，どうしますか』と候補者に

たずねました。人事部長たちがいうには『我が社

が出せる現状の上限ぎりぎりで入ってもらった

ほうが，周りの理解が得られるし，長くやっても

らえる気がする』と。結局，2000 万円の横ばい

で入社されました」（事例⑧／採用コンサルタン

ト E 氏）

 このように既存人事制度との整合性を求め

る必然性はどこにあるのだろうか。外資系企業

では能力などに応じて個別の処遇が当然のよ

うに設定される。日系企業は逆に，個別性より

も全体最適を重んじるということなのだろう。

個別性の高い処遇を設定した際にどのような

不具合が起きるのかは考えてみる必要がある。

個別性の高い処遇ができないのか，できるのに

行っていないのかについては，現時点では判断

が難しい。 

Ⅴ．最終分析の結果と考察 

ここまで海外拠点の経営を担う人材の採用

における 14 の摩擦をカテゴリーごとにみてき

た。最終分析では，中間分析の結果をふまえ，

採用プロセスにおいて発生する摩擦を関連の

強いもの同士でまとめなおし，採用活動におけ

る含意を引き出す。 

最初に中間分析の結果をまとめておこう。ま

ず［人材要件の設定］で，調達可能性を考慮し

た人材要件と採用条件のバランスの重要性が

観察された。［候補者の発見］では，海外事業

の運営能力に直結する条件を重視し，逆に能力

に影響を与えない年齢などの条件については

緩和する必要性が確認された。［選考評価］で

は，能力本位で選考を行えるような採用基準の

設定と採用体制の必要性が示された。［候補者

の入社意向の喚起］では，海外事業の経営的な

位置づけと候補者への高い期待を，説得力をも

って語り口説ける面談の重要性が示唆された。

最後の［合意形成］では，海外事業を担う人材

の労働移動の構造から，前職よりも低い給与で

の条件交渉が観察された。またその背景には，

既存の人事制度の枠内で処遇を決定しようと

する，個別性よりも全体最適を重視する日系企

業の人材マネジメントの姿勢がうかがわれた。 

 以上の分析をふりかえると，複数のカテゴリ

ーで類似の事象や相互に密接に関係のある事

象が観察されていることに気づく。そこで関連

の強いもの同士で摩擦をまとめなおし，構造的

に表したのが図表 4 である。例えば，「1-1 具

体的な人材要件を設定できない」「1-2 人材要

件の希望が高すぎる」「2-1 希望に完全一致す

る候補者がいない」「3-1 業務遂行能力とは異

なる観点で候補者を不採用にする」はいずれも

［採用基準］にかかわることである。また「2-2 

候補者を担当者だけではみつけることができ

ない」ので他者のネットワークまで活用して候

補者を探すことや，経営者やそれに類する役職

者が直接口説かないことによる「4-1 候補者を

惹きつけられない」などは［採用体制］とまと
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めることができる。こうして 5 つの新カテゴリ

ー［ⅰ 海外事業の戦略］［ⅱ 採用基準］［ⅲ 採

用体制］［ⅳ 処遇の設定］［ⅴ 既存の人事制度］

を得ることができる。 

 さらに新たな 5 カテゴリーは，次のように構

造化できる。［採用基準］［採用体制］［処遇の

設定］は，採用に関する先行研究でも言及され

ており，狭義の採用活動ととらえることができ

る。実際，この 3 カテゴリーにひもづく摩擦が

多いことからも，これらが採用の要諦であるこ

とは確かだろう。さらに分析の結果，［海外事

業の戦略］や［既存の人事制度］というカテゴ

リーが得られた。［海外事業の戦略］が明確に

なることで，それに即した［採用基準］や［採

用体制］が決まり，さらに［処遇の設定］も行

われる。また，［既存の人事制度］は，［処遇の

設定］にダイレクトに影響を与えるだけでなく，

［採用基準］や［採用体制］にも影響を与える

だろう。狭義の採用活動にあたる［採用基準］

［採用体制］［処遇の設定］の重要性はいうま

でもない。海外経営人材の採用における本質的

な難しさは，むしろ，採用において［海外事業

の戦略］や［既存の人事制度］の影響を無視で

きないところにある。なぜなら，これらに着目

する先行研究が少ないことからもわかるよう

に，採用活動を狭義にとらえれば，［海外事業

の戦略］や［既存の人事制度］は盲点にさえな

るからである。 

 「海外事業の戦略」が海外事業経営人材の採

用における本質的な難しさとなる理由は，海外

事業経営人材を採用したいと考える企業には

海外事業経験の少ない企業が多い一方で，候補

者の側は豊富な海外事業の経験を有しており，

海外事業に対する経験の非対称性が存在する

からである。候補者は自身のキャリアの将来性

と直結する海外事業の位置付けを注視してい

るにもかかわらず，海外事業経験の乏しい企業

が海外事業の今後の方向性を明確に描くこと

ができず，事業戦略から派生する人材の必要性

を，説得力を持って候補者に伝えることができ 

 

 

 

  図表 4 摩擦の新たな分類 
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ない。海外事業に対する採用企業と候補者の将

来展望に対するギャップが発生してしまうの

である。もちろん国内事業の採用においても経

営戦略は重要だが，国内事業であれば企業はこ

れまでの経験にもとづきある程度の精度で将

来を予測し，そこに必要な人材像を思い描き，

その期待を候補者に伝えることができるため，

候補者が求めるものとの乖離は海外事業経営

人材の採用ほどには起こらない。 

また，「既存の人事制度」との整合性が採用

において問題となるのは次のような背景によ

る。これまで日本国内に閉じて事業を行ってき

た企業は，終身雇用や年功序列といったいわゆ

る日本的な人事制度を有している傾向が強い

ため，異なる給与体系や人事制度で働いてきた

人材を採用しようとしても，給与などが折り合

わず採用できないことが起こる。極端な例では

あるが，外資系企業と日系企業の違いを思い描

くとイメージしやすい。このようなことは国内

事業の人材採用でも当然起こりうるが，候補者

も採用企業も多い層の採用であれば，似たよう

な企業で同じような仕事をしていた人材を採

用することができるため，給与や職位決定にお

ける前職とのギャップを小さくおさえること

ができる。ところが，限られた候補者しか存在

しない海外事業経営人材の採用ではそのギャ

ップが大きくなりやすい。加えて給与水準や職

位の違いは，役職が上にいくほど，つまり一般

メンバーよりも上級管理職の採用であるほど，

顕著な違いとして表出する。このように海外事

業の経営を任せる人材の採用では，前職と採用

企業の違いと経営人材の採用という二重の特

殊性があるため，採用における「既存の人事制

度」との整合性の問題が構造的な難しさとなっ

て現れるのである。

Ⅵ．おわりに 

最後にこの研究から得られる含意と今後の

課題についてのべておきたい。この研究から得

られる企業への示唆は 3 つある。1 つめは，採

用実現への方策を具体的に提示したことであ

る。本研究を通じて明らかになった 14 の摩擦

は，採用を阻害する可能性がある工程である。

その工程を重点的に配慮することで，採用の成

功確率は高まるだろう。さらに，海外拠点の経

営人材を採用するには，採用体制や採用基準，

処遇の設定だけでなく，経営戦略や既存の人事

制度との整合性についても考慮する必要があ

る。とりわけ，これらを包括的にみることがで

きる経営者やそれに類する役職者の採用活動

への関与が極めて重要ということができる。 

2 つめは，ある種のジレンマである。社内に

海外事業を牽引する人材が少ないからこそ外

部からの人材調達を検討している企業にとっ

て，海外事業の経営戦略を立てることは容易で

はない。だが，採用を成功させるためには海外

事業の位置づけを明確にし，中長期的な絵を描

く必要がある。海外事業の運営に経営戦略が必

要なだけでなく，海外事業の成功のための人材

採用にも経営戦略が必要なのである。つまり，

不確実性が高く予見が困難な事業であっても，

経営としてどのように取り組むか決めること

からしか，人材の採用もその先にある海外事業

の成功ももたらされないということになる。 

3 つめは，日系企業の人事制度の運用におけ

る個別性より全体最適を重視する姿勢につい

てである。今回対象とした聞き取り事例はいず

れも本社採用の日本人駐在員のため，日系企業

の人事制度や意思決定に親和性が高く，だから

こそ全体最適を理由とした給与や職位の制約

に理解を得ることができたかもしれない。しか

し今後，グローバル化を進め外国人採用を増や

す段になると，報酬体系が大きく異なり，さら

に個別的な処遇が適用されている外資系企業

の出身者を採用することになる。その時，柔軟

な処遇を設定することはできるのだろうか。本

稿からこのテーマについて答えを導くことは

できないが，グローバル化を進める企業にとっ

て避けては通れない問題のように思われる。 

なお，限られた対象のインタビュー調査にも

とづく本研究には限界もある。海外事業のなか

でも中国事業の採用事例に限定したことによ

って，結論をただちに一般化することはできな

い。また人材紹介会社の視点から採用プロセス

を分析したため，企業の視点からの検証も必要

である。さらに本稿で提示したモデルを定量的

な調査で検証する必要もあるだろう。これらは
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今後の課題としたい。 

本研究では，これまで手がつけられていなか

った日系企業の海外拠点の経営を担う人材の

採用プロセスを丹念におうことに取り組んだ。

グローバル化が不可逆的に進行しているわが

国において，このテーマを深耕していくことは

重要だろう。 

注 

１ 採用コンサルタント D が担当した事例は， 経営人材の採

用ではなかったため事例としては分析対象から外した。ただ

し， D から得られた「その他」に該当するインタビューは

分析の対象としている。 
２例えば前職企業との退職交渉や入社後の適応は 2 事例以下

しか存在しなかった。 
３ マイクロソフト社が提供するインターネット通話サービ

ス。ビデオ通話ができるため，地理的に離れた候補者の面接

を行うこともできる。
４企業が提示できる条件の範囲を確認しないまま候補者とや

りとりを始めると，選考に落ちたり条件面で合意できなかっ

たりして，結果的に候補者からの信頼も失ってしまう。
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